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諭

護

海
運
同
盟
申
運
賃
に
封
す
る
商
家
政
策

第
十
九
容

(
第
二
親

五
凡
}

ニ
O
六

海
運
同
盟
の
運
賃
に
劃
す
る
園
家
政
策

(
濁
占
的
海
運
同
盟
に
劃
す
る
政
策
、

そ
の
四
)

島

昌

太

夏E

【
目
攻

直
接
監
督
制
度

ニ
間
接
監
督
制
度

(イ)

質
事
決
定
植
の
車虫
指
向甘

留
保

ロ
最
高
賃
車
問
定
制
度

質
牢
政
策
金
し
て
四

補
助
金
制
度

回

目.質
事
公
表
制
度
】

直
接
監
督
制
度

海
運
業
者
の
同
盟
た
る
2

y

フア
V

ン
旦
は
、

そ
の
濁
占
的
地
位
を
特
ん
で
不
嘗
に
高
き
運
賃
を
貧
る
さ
云
ふ

非
難
は
、
荷
主
の
側
よ
h
屡
I
起
る
所
で
あ
る
o

而
し
て
或
場
合
に
於

τは、
貫
際
コ
Y

アア
V

ン
ス
の
貸
率
は

不
嘗
に
高
き
こ
Z
が
あ
る
。
運
賃
が
不
賞
に
高
、
品
、
C
Z
き
は
、

一
園
の
調
外
貿
易
の
後
展
を
阻
害
す
る
こ
て
、
な
る

が
故
に
、
国
家
が
之
に
罰

L
て
遁
嘗
な
る
段
督
を
な
す
は
、
経
務
政
策
上
必
要
な
る
蕗
置
己
言
は
な
け
れ
ば
な
ら

向
。
併
し
乍
ら
、

コン
7

ァ
v
ン
λ

賃
率
の
監
督
吉
一
五
っ
て
も
、

コ
ン
ブ
ア
レ
ン
?
ぞ
の
も
の
は
図
籍
的
性
質
の

も
の
で
な
く
て
、
岡
際
的
性
質
を
有
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、

之
に
勤
し
て
は
、

濁
逸
事
者
の
所
謂
『
賃
率
主
権
」

(
J
E
E
P各
氏
同
)
も
、
置
接
の
支
配
を
及
ぼ
す
こ
ご
を
得
さ
る
所
で
あ
る
o

従
っ
て
、
岡
家
は
、

コ
ン
ブ
ァ
V

ン
λ

に
加
盟
せ
る
自
国
曾
祉
の
運
賃
を
監
督
す
る
ニ
ご
に
よ
り
て
‘
間
接
に
此
目
的
を
蓬
す
る
よ
り
外
に
方
法
を
有
つ



て
居
な
い
。

此
に
於
て
コ
Y

ア
ア

v
y
月
貸
率
監
督
の
問
題
は
、

↓
般
に
定
期
舶
賃
率
監
管
の
問
題
ご
な
る
。

定
期
船
賃
率
の
段
督
は
、
鎚
暗
唱
貸
率
の
Z
、
れ
=
同
じ
〈
、

理
論
の
上
よ
り
ニ
吉
一
日
へ
ば
、
前
週
の
如
〈
、
国
家
の
蹴

済
政
策
上
頗
る
必
要
な
る
事
柄
で
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
賞
際
問
題
苫

L
て
は
、
又
一
頗
る
困
難
な
る
事
柄
で
あ
る
。

蓋
し
・
嘗
て
述
べ
代
る
が
如
〈
、
合
理
的
貸
率
古
は
か
〈
の
如
き
も
の
で
あ
る
吉
、
抽
象
的
に
は
言
ひ
得
る
も
の

、
、
岡
際
的
性
質
を
有
つ
航
路
に
於
け
る
某
貨
物
の
定
期
般
貸
率
は
、
幾
許
を
以
て
正
賞
な
る
も
の
ご
す
る
か
ご

一
再
ふ
こ
芭
佐
、
具
閥
的
に
現
賓
の
場
合
に
嘗
っ
て
決
定
す
る
こ

Z
は
、
嘗
該
航
路
の
管
業
に
つ
き
で
永
年
の
経
験

を
積
め
る
所
の
海
運
業
者
に
非
ら

F
る
限
h
、
殆
ど
不
可
能
な
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
国
家
機
闘
が
貸
率
を
決
定

す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
適
正
を
得
る
場
合
は
寧
ろ
稀
で
あ
る
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
十
、
殊
に
そ
の
決
定
賃
率
を

強
制
す
る
に
至
つ
て
は
、
却
っ
て
之
よ
ι
り
弊
害
の
生
中
る
虞
が
な
い
v
t
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

か
の
一
九

O
六
九
年
の
英
士
ロ
利
海
運
同
盟
勅
定
調
杏
委
員
舎
に
於

τ、
之
に
鴎
肉
せ
ら
れ
た
る
多
数
澄
人
は
、

ヨ
ン
プ
ア

V

Y

ス
の
弊
害
を
除
去
す
る
矯
め
に
、

一
の
監
督
局
(
出

E
え
え
の
o
害
。
】
)
を
設
立
し
て
、
定
期
舶
の

『
運
賃
率
及
び
貨
物
分
類
を
裁
定
す
る
の
様
能
己
、
総
て
の
係
守
問
題
仁
つ
い
て
控
訴
院
ご
し
て
行
動
し
得
る
の
檎

抽
出
ご
を
賦
奥

L
、
要
す
る
に
英
本
因
に
於
け
る
織
道
委
員
曾
さ
略
ぽ
同
様
の
権
能
を
有
つ
も
の
た
ら
し
む
べ
し
」
、

古
一
五
ふ
意
見
を
遁
ペ
た
の
で
め
っ
た
が
、
調
査
委
員
の
多
数
は
此
説
を
採
用
し
な
か
っ
た
o

共
理
由
Z
し
て
遁
ぷ

る
所
に
よ
れ
ば
、
「
外
部
の
機
関
に
〔
海
運
取
引
に
直
接
的
関
係
を
有
つ
所

ω荷
主
や
般
主
以
外
の
機
関
に
〕
、
賃

海
運
同
盟
の
運
賃
に
劃
す
る
岡
家
政
策

諦

業

三

O
七

(
第
ニ
焼

五
九
)

務
十
九
巻

本誌第十凡巷第三披五回頁。
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海
運
同
盟
白
運
賃
に
封
ナ
る
同
家
政
策

率
を
強
制
に
よ
り
て
決
定
す
Z
権
協
を
賦
奥
す
る
こ
正
は
、
質
際
に
遁
し
且
つ
望
ま
し
い
事
柄
で
あ
る
、

諦

第
十
九
巻

O 
λ 

(
第
二
腕

護

プマ
O 
) 

ご
は
五
万
H

々
は
考
へ
な
い
。
暫
〈
ぞ
れ
が
望
ま
し
い
事
柄
で
あ
る
や
否
や
の
問
題
を
離
れ
て
も
、

炉
、
る
権
施
を
〔
図
家
機

闘
家
が
ヨ
ン
フ
ァ

ν
ン
λ

に
凶
法
上
の
濁
占
を
許
奥
し
た
る
場
合
か
、
若
し
く
は
共

替
業
上
の
利
益
を
保
障
し
た
る
場
合
か
に
於
て
、
初
め
て
正
営
己
認
め
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
海
蓮
田
抑
の

闘
に
〕
許
奥
す
る
こ
£
は
、

今
日
の
事
情
の
下
に
於
て
は
、
舶
主
等
が
そ
の
還
時
唱
曲
労
務
を
寅
る
ぺ
き
所
の
代
田
慣
に
閲
し
て
、
彼
等
に
如
何
な
る

強
制
の
加
へ
ら
る
べ
き
こ
ご
そ
も
、
推
薦
す
る
の
十
分
な
る
理
由
を
知
ら
な
い
。
同

C
注
意
は
、
賃
率
以
外
の
事

柄
に
闘
す
る
強
制
的
裁
定
に
つ
い
て
も
嘗
て
挟
ま
る
」
・

z言
ム
に
あ
る
。
却
も
岡
家
機
闘
が
賃
率
を
裁
定
す
る

こ
ご
は
、
「
資
際
に
遁
し
且
つ
望
ま
し
い
事
柄
で
あ
る
ご
は
考
へ
な
い
」
ご
云
ふ
の
は
、
賃
率
の
具
健
的
決
定
が
頗

る
困
難
な
る
事
柄
な
る
に
よ
る
の
で
ゐ
る
o

北
米
合
衆
園
の
法
律
に
於
て
も
、
闘
内
の
水
運
業
者
は
、
『
正
蛍
に
し

て
合
理
的
な
る
』
賃
率
ご
貨
物
分
類
ご
を
定
な
る
こ
ご
を
一
安
求
せ
ら
れ
、
最
高
貸
率
は
之
を
船
舶
加
院
に
届
出
で
る

正
共
仁
、
般
舶
院
が
指
定
し
た
る
形
式
正
方
法
、
こ
に
従
ひ
、
指
定
の
期
間
内
之
を
一
般
会
衆
の
閲
覧
に
供
す
べ
き

も
の
ご
し
、
若
し
船
舶
院
が
ぞ
の
貸
率
を
不
営
若
し
く
は
不
合
理
で
ゐ
る
正
認
め
た
場
合
に
は
、
「

E
嘗
に
し
て

合
理
的
な
る
最
高
貸
率
を
決
定
し
、
指
岡

L
、
且
つ
共
質
施
を
命
守
る
ニ
ご
を
得
』
る
も
の
ご
し
て
居
る
り
れ
H

と

一
般
的
調
外
海
運
に
つ
い
て
は
、
船
舶
院
は
海
運
業
者
に
謝
し
、
貸
率
の
届
出
を
要
求
す
る
こ
ご
を
得
る
も

もの
ご
し

τ居
る
に
止
ま
ち
、
只
『
荷
主
に
よ
り
叉
は
港
に
よ
り
不
嘗
に
差
別
的
な
る
賃
率
を
謀
し
、
若
し
〈
は
合
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衆
国
輪
出
業
の
者
に
封
し
、
彼
等
の
外
国
の
競
争
者
に
謝
す
る
よ
h
も
、
不
蛍
に
不
利
盆
な
る
賃
率
を
課
す
る
咽
》

Z
」
が
祭
神
}
ら
れ
て
居
る
村
い
り
で
あ
る
。
但
し
決
牙
利
移
民
法
に
よ
れ
ば
、
移
民
運
賃
は
内
務
大
臣
の
認
可
を
必

要
ご

L
、
規
定
運
賃
に
違
反
す
る
こ
ご
が
出
来
な
い
こ
吉
に
な
っ
て
居
、
り
、
伊
太
利
に
於
て
も
移
民
輸
送
に
闘
す

る
海
運
曾
祉
の
蓮
賃
は
、
移
民
委
員
曾

ω認
可
を
必
要
ご
し
、
若
し
海
運
舎
一
壮
一
か
連
合
し
て
之
に
反
劃
す
る
場
合

に
は
、
任
意
に
外
国
曾
枇
を
L
て
移
民
ゆ
聡
誌
に
嘗
ら
し
り
る
こ
ご
が
出
来
る
こ
ご
に
な
っ
て
居
る
。

ーー

間
接
監
督
制
度

λη1 

右
に
述
べ
た
る
所
は
、
岡
家
法
規
を
以
て
一
般
的
に
定
期
般
の
貸
率
に
針

L
て
監
督
を
な
す
制
度
に
閲
す
る
事

賃
率
決
定
権
の
縛
括
的
留
保

柄
で
あ
る
が
、
岡
家
は
更
に
他
の
手
段
に
よ
り
て
之
が
監
督
を
行
ふ
こ
芭
が
ゐ
る
。
ぞ
れ
は
航
路
補
助
金
の
下
附

又
は
郵
便
物
輪
選
補
助
金
下
附
の
一
候
件
苦
し
て
、

め
、
又
は
茸
(
他
の
利
盆
賦
奥
の
交
換
俊
件
ご
し
て
定
期
加
賃
率
を
監
督
す
る
の
制
度
で
あ
る
。
此
制
度
は
、
岡
家

賃
率
の
制
定
畿
真
に
闘
し
、

監
督
官
腐
の
認
可
を
求
め
し

が
宜
接
に
賃
率
の
監
督
権
を
掌
捌
す
る
の
で
は
な
〈
、
補
助
金
又
は
其
他
の
利
盆
賦
奥
に
よ
h
、
之
を
基
礎
ご
し

て
図
家
が
貸
率
の
監
督
権
を
掌
摘
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
監
督
の
効
果
は
間
接
的
の
も
の
で
あ
る
。
海
運
業
者
が

補
助
を
辞
退
す
れ
ば
、
国
家
の
監
督
権
も
そ
れ
己
共
に
消
滅
す
る
。

前

叢

O 
九

六

) 

海
運
同
盟
白
運
賃
に
謝
す
る
悶
家
政
策

第
十
九
巻

(
第
二
腕
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前

海
運
同
盟
白
運
賃
に
封
す
る
同
家
政
錠

-T:. 

) 

O 

第
十
九
谷

第

貌

議

我
闘
の
制
度
は
噂
』
の
監
督
方
法
を
ご
る
も
の
で
ゐ
る
。

即
も
遠
洋
航
路
補
助
法
第
五
僚
は
、

『
補
助
航
海
-
一
於

グ
ル
旅
客
貨
物
ノ
運
賃
ρ

主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
得
7
之
ヲ
定
ム
ペ
ジ
。
主
務
大
臣
ニ
一
於
-Y
必
要
ト
認
ム

Y

ト
キ
ρ

穏
類
ヲ
指
定
V

族
客
貨
物
ノ
蓮
賃
ヲ
低
減
セ
V

ム

て

l

ヲ

萱

正
規
定
し
、
夏
に
同
法
施
行
細
則
第
二
十
一
俊

t立、
「
受
命
者
三
於
47
遠
洋
航
路
補
助
法
第
五
候
第
一
一
唄
二
拘
グ

Y
蓮
賃
-
一
付
キ
認
可
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス

Y

ト
キ
』

噛
開
メ
旋
客
貨
物
運
賃
表
ヲ
調
製

v
之
ヲ
返
信
大
臣
=
差
出
見
事
へ

V
。
受
命
者
-
一
一
於
ア
之
ヲ
畿
夏
セ
Y

ト
λ

Y
ト
キ

又
同
タ
」
ご
規
定
し
て
、
補
助
航
海
に
於
け
る
貸
率
の
監
管
制
度
を
明
か
に
し
て
居
る
。
此
制
度
に
於
て
は
、
航

路
補
助
金
を
受
〈
る
海
運
曾
枇
、
郎
も
我
国
法
に
於
て
は
所
謂
受
命
者
が
、

コ
ン
ブ
ァ
V

ン
ス
加
盟
の
一
員
で
あ
一

っ
て
、
且
つ
所
謂
受
命
線
路
が
コ
V

7

ア
V

ン
ス
航
路
Z
同
一
な
る

Z
き
は
、

嘗
て
濁
逸
に
於

τも、
之
に
よ
り

τ、
コ
ン
ブ
ァ
v

y

ス

賃
率
の
監
督
を
間
接
に
行
ム
の
関
係
に
な
っ
て
居
る
。

一
入
九
八
年
の

出
。
ぇ

ι。
己
宮
己
百

円-。山、
ι
ご
の
補
助
契
約
、
及
び
一
九

O
O年
の

ご
の
補
助
契
約
、
又
填
太
利
に
於

ロ
RMH2r
。。
ω
Z
E
r
p
H」
E

。

有て
つも
て、

居 9
-":1 (t 

f乙 5
0' )円・

F 

'" n 
".. 

d 
ロ
ifQ 

"' ロ.
R 

" 
F 。
可
p.. 

Z
の
補
助
契
約
は
、

敦
れ
も
之
さ
同
様
な
る
賃
率
監
督
の
規
定
金

前
述
我
凶
の
賃
率
監
督
制
度
に
闘
し
、

題
の
調
査
を
し
た
際
に
、
設
人
ご

L
て
喫
問
せ
ら
れ
た
V
1
ク
ェ

!
?
y
氏
(
同

一
九
二
二
年
の
合
衆
国
海
運
及
び
漁
業
委
員
曾
が
コ

]
Y
T
F
4
2ロ
)
が
逃
ぺ
た
所
に
よ

ン
ア
ァ
V

ン
只
問

e
Q
J」
、

『
日
本
政
府
は
、

日
本
へ
及
び
日
本
よ
h
の
総
て
の
蓮
賃
を
甚
に
殿
密
に
検
査
す
る
o

そ
し
て
若
し
政
府
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が
原
料
品
に
謝
す
る
賃
卒
が
宜
向
き
に
遜
「
芭
考
へ
た
な
ら
は
、
日
本
定
期
般
曾
枇
を
し
て
之
を
引
下
げ
し
め
る
。

す
る

.z吾
々
も
亦
之
を
引
下
げ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
」
0

『
〔
亜
米
利
加
曾
枇
が
日
本
曾
赴
ご
協
定
す
る
に
賞
h
、

日
本
曾
枇
が
U

之
を
自
己
の
利
盆
に
適
す
る
己
田
川
へ
ば
、
彼
等
は
甚
だ
好
ん
で
之
に
同
意
す
る
。
反
品
到
の
場
合
に

は
、
彼
等
は
、
政
府
が
彼
等
に
之
を
許
き
な
い
で
あ
ら
う
芭
言
ム
で
あ
ら

F

ヲ
、
又
は
政
府
が
か
〈
!
、
の
こ
ご
を
な

彼
等
は
政
府
の
殿
督
に
逃
げ
込
む
・
』
芭
-T
常
ご
し
て
居
る
」
、

す
ぺ
き
を
命
守
る
ご
言
ふ
で
あ
ら
う
。

吉
一
五
ふ
甲
』

Z
で
あ
る
。
曾
一
祉
が
政
府
の
監
督
を
口
賞
ご
し
て
利
用
す
る
か
、

政
府
が
合
枇
を
利
用
し
て
コ
ン
フ
ア
V

Y

A

賃

容
を
左
右
し
て
居
る
か
、
は
姑
〈
措
き
、
補
助
金
を
受
(
る
曾
祉
が
、
ヨ
ン
プ
ア
V

Y

ス
内
に
於
て
有
力
な
る
地
位

此
制
度
も
コ
V

フア
V

Y

Z

貝
率
に
監
脅
作
用
を
及
ぼ
す
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。

を
占
め
て
居
る
場
合
に
は
、

併
し
乍
ら
、
補
助
金
を
受
〈
る
曾
枇
が

コン

7

ア
V

V

1

内
に
於
て
有
力
な
る
地
位
を
占
め
て
居
な
い
場
合
に

は
、
政
府
が
縦
ひ
右
の
如
き
監
督
擦
を
有
す
る
に
し
て
も
J

ぞ
れ
は
寧
に
紙
上
の
制
度
た
る
に
止
ま
h
、
そ
の
曾

祉
を
通
じ
て
コ
ン
ブ
ア
V

Y

月
賃
率
を
左
右
す
Z
こ
ご
は
頗
る
困
難
で
ゐ
る
o

何

Z
な
れ
ば
賃
卒
は
、
補
助
金
を

受
〈
る
曾
枇
の
鼠
・
猫
の
意
思
に
よ
り
て
決
定
す
芯
も
の
で
は
な
く
、

コ
ン
ブ
ア
V

Y

A

に
加
盟
せ
る
総
て
の
曾
枇

の
協
議
に
よ
h
、
否
、
多
〈
の
場
合
に
於
て
は
、
ぞ
の
中
に
て
も
指
導
的
地
位
を
有
す
る
舎
祉
の
意
思
に
よ
hJ

て
、
決
定
せ
ら
る
、
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
政
府
が
強
い
て
補
助
金
を
受
〈
る
曾
祉
を
し
T
一
定
の
賃

率
に
よ
り

τ管
業
せ
し
め
ん
芭
す
る
な
ら
ば
、

之
も
補
助
金
の
金
額
如
何
に
よ
り
て
は
或
程
度
ま
で
貴
行

L
得
な

論

~
J、
) 

叢

海
謡
同
盟
由
運
賃
に
劃
す
る
圃
家
政
策

第
十
九
巻

〔
第
二
娘
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面市

海
運
同
盟
由
運
賃
に
封
ナ
る
周
家
政
策

一

議

策

現

第
十
九
巻

ハ
四
)

い
事
柄
で
も
な
い
が
、
併
し
毛
の
貸
率
が
コ
ン
ア
ア

v
v
z
賃
率
Z
徐
り
に
懸
隔
ゐ
る
ご
き
は
、

毛
の
曾
祉
は
同

盟
を
脱
退
し
て
之
己
競
守
す
る
の
外
な
き
こ
ご
、
な
る
。
政
府
が
白
岡
海
運
曾
祉
に
直
接
の
保
護
を
奥
へ
て
、
之

を
し
て

コ
Y

ブア
V

ン
Z

に
調
抗
せ
し
め
、
そ
の
競
守
に
よ
h
コ
ン
ブ
ア
V

ン
且
賃
率
に
影
響
を
及
ぼ
さ
し
む
る

一
つ
の
政
策
で
あ
る
。
併
L
そ
れ
は
賃
率
の
監
督
ご
云
ふ
ニ
正
、
は
、
自
ら
異
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、

-
』
)
己
4
a
u

、

後
段
に
於
て
論
及
す
る
こ
吉
、
す
る
。

補
助
金
下
附
の
一
保
件
Z
し
て
、
岡
家
が
賃
卒
の
上
に
一
般
的
な
る
監
替
機
を
留
保
す
る
に
し
て
も
、
前
に
逃

べ
た
る
が
如
く
、
定
期
舶
の
具
健
的
な
る
賃
率
を
趨
蛍
に
決
定
す
る
ご
一
五
ふ
こ
Z
は
、
嘗
該
海
運
業
者
に
あ
ら

F

る
限
り
頗
る
困
難
な
る
事
柄
で
あ
る
c

従
っ
て
監
督
官
憲
の
決
定
賃
率
が
、
を
の
場
合
の
彪
置
ご
し
て
趨
切
な
る

を
得
る
は
、
寧
ろ
稀
な
る
事
柄
ご
一
百
は
な
け
れ
ば
な
ら
前
。
即
ち
之
仁
つ
い
1

て
は
、
前
掲
合
衆
国
の
委
員
曾
仁
於

け
る
V
ユ

1
7
z
1
9
Y
氏
の
、
日
本
政
府
の
賃
率
監
督
に
閲
す
る
陳
惑
に
は
、
夏
に
次
の
如
き
事
賓
が
附
加
せ
ら
れ

て
居
る

ζ
Z
を
見
逃
す
こ

Z
が
出
来
な
い
。
を
れ
は
、

一
九
一
二
年
に
、

日
本
政
府
は
茶
の
運
賃
が
一
弗
六
十
五

仙
で
あ
っ
た
の
を
、

一
弗
三
十
五
仙
に
引
下
げ
し
め
た
。
然
る
に
合
衆
闘
に
於
け
る
日
本
茶
は
嘗
時
滞
貨
般
態
で

あ
っ
た
の
に
、
こ
の
引
下
げ
は
ぞ
の
滞
貨
の
事
震
を
何
等
調
査
せ
十

L
て
行
は
れ
た
が
錫
め
に
、

日
本
商
人
は
合

衆
国
の
倉
庫
に
所
有
し
て
居
る
莫

Aの
量
の
茶
が
却
っ
て
捌
け
な
〈
な
っ
て
大
に
困
却
し
た
、
ご
云
ふ
事
柄
で
あ

る
o

か
〈
の
如
〈
、
監
督
官
憲
が
具
陸
的
な
る
貸
率
h

笠
通
常
に
決
、
定
す
る
こ
Z
は
、
頗
る
困
難
な
事
柄
一
で
あ
る
ば

ibid. No目 17.p. 922. 1) 



か
h
で
は
な
〈
、
賃
率
の
一
般
的
な
る
捻
督
権
が
岡
家
仁
留
保
せ
ら
れ
て
居
る
ご
云
ふ
こ
ご
は
、
夏
じ
又
一
極
の

弊
害
を
件
は
な
い
で
は
な
レ
。
そ
の
主
な
る
も
の
は
、

か
、
る
段
督
権
に
服
L
て
居
る
海
運
業
者
は
、
賃
率
の
引

下
げ
が
遁
蛍
で
あ
る
さ
考
へ
る
場
合
に
も
、
後
日
之
が
引
上
げ
の
必
要
起
る
場
合
に
、
自
由
に
又
容
易
〈
引
上
げ

の
認
可
の
得
難
き
を
慮
っ
て
、
必
要
な
る
引
下
げ
を
臨
時
時
す
る
ご
云
ふ
事
柄
で
あ
る
。

ロ
最
高
賃
率
固
定
制
度

補
助
金
下
附
の
傑
件
ご
し
て
、
右
の
如
〈
国
家
が
一
般
的
に
賃
率
の
決
定
権
を
留
保
す
る
制
度
の
外
に
、
監
督

官
騰
が
最
高
賃
率
を
預
め
決
定
し
置
〈
の
制
度
も
あ
る
。
而

Lτ
之
仁
も
絶
釣
最
高
賃
率
固
定
制
度
己
相
調
最
高

貸
率
園
定
制
度

t
が
あ
る
。

絶
調
最
高
賃
率
閤
定
制
度
吉
一
五
ふ
は
、
監
督
官
聴
が
一
般
的
に
各
荷
運
賃
の
最
高
額
を
決
定
し
て
、
補
助
金
を

受
〈
る
曾
祉
が
そ
れ
以
上
の
賃
卒
を
要
求
す
る
ニ
ご
を
許
き
な
い
制
度
で
あ
る
。
此
制
度
は
伊
太
利
に
於
て
一
入

九
三
年
に
印
。
n
r
E
ι
H
Z
ω
J
L
m
R
5
5
の
E
2巳
o
H門
戸

-
E
E
ご
の
聞
に
本
国
吉
シ

U

F
ア
、
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
、

リ
ポ

y
ィ、

T

Y
夕
、

ヲ

U
N
U
γ

カ
等
の
航
路
に
閲
す
る
補
助
契
約
に
採
用
せ
ら
れ
、
葡
萄
牙
に
於
て

テ
ゥ
ユ
ス
、

も
一
入
九
人
年
の
開
目
立
白
山

E
氏。

E
一色
O
H
A
型。

m
S
E
の
本
因
芭
阿
弗
利
加
植
民
地
航
路
の
締
助
契
約
に
採
用

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

か
〈
の
如
き
航
路
は
説
れ
も
、

嘗
該
国
の
所
属
曾
枇
H
h

り
が
航
海
す
る
の
で
あ
る
か

ら

図
定
の
最
高
賃
卒
も
質
行
の
可
能
性
を
有
つ
り
れ
芯
も
、

抱
謹
同
盟
由
運
賃
に
劃
す
る
岡
家
政
策

図
際
的
な
る
主
要
航
路
に
於
け
る
定
期
航
賃
率

論

叢

(
第
一
一
旗

山

内

五

)

第
十
九
巻

ト
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港
建
同
盟
白
蓮
貨
に
謝
す
る
岡
家
政
策

は
、
鹿
i
遇
、
』
る
が
如
く
、
ぞ
の
海
運
業
者
が
コ
ン
ア
ア
V

Y

1

に
加
盟
し
て
居
る
限
hd
、
自
己
の
軍
濁
な
る
意

諭

叢

第
十
九
巻

(
第
二
競

ハ
六
)

四

思
を
以
て
決
定

L
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
図
定
最
高
貸
率
が
つ
ン
フ
ァ

v
y
λ

貸
率
芭
甚
だ
し
き
懸
隔
あ
る

場
合
に
は
、
此
制
度
も
貫
行
の
可
能
性
を
紋
く
も
の
で
あ
る
。
何
ご
な
れ
ば
、
若
し
強
い
て
之
を
寅
行
せ
ん
Z
す

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
腕
退
せ
し
め
之
に
劃
し
て
無
謀
の
競
争
を
開
始
せ

れ
ば
、
補
助
金
ぞ
受
〈
る
曾
枇
を
し

τ、

し
む
る
こ
吉
、
な
り
.
か
〈
の
如
、
き
結
果
を
避
け
ん
芭
す
れ
ば
、
固
定
最
高
賃
率
を
ヨ
ン
ア
ア
V

V

R

賃
率
よ
b

高
く
定
む
る
の
外
な
く
、

か
〈
て
は
賃
率
監
督
正
し
て
は
無
意
味
の
も
の
三
な
る
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
補
助
金
を

受
〈
る
曾
枇
が
、

ヨ
Y

ファ

v
y
ス
内
に
於
て
相
嘗
有
力
な
る
地
位
を
占
む
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

最
高
賃
率
も
或
程
度
ま
で
コ

y
アア
v
y
z
賃
率
に
影
響
を
及
ぽ
し
得
る
も
の
で
ゐ
る
が
、
併
し
そ
れ
も
・
蛍
該

-
】
の
固
定

航
路
に
於
り
る
貿
易
品
じ
し
て
そ
の
闘
の
勢
力
が
最
も
多
〈
及
び
得
る
貨
物
に
止
ま

h
、

u
y

は
な
い
。
故
に
、
此
制
度
も
、
一
般
的
に
は
、
海
運
政
策
ご
し
て
殆

E
償
値
な
き
も
の
E
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
般
の
貨
物
に
関
し
て

相
調
最
高
賃
察
国
定
制
度
ご
云
ふ
は
、
国
家
が
確
定
的
な
る
最
高
賃
率
を
指
定
す
る
の
で
は
な
〈
、
或
る
一
定

の
事
柄
を
標
準
ご
し
て
、

る
o

而
し

τそ
の
標
準
古
な
る
事
柄
古
し
て
は
、
曾
枇
の
管
業
利
盆
を
指
定
す
る
こ
芭
が
あ
り
、
又
競
争
交
通
路

そ
れ
に
謝
す
る
関
係
に
於
て
指
定
交
通
路
に
於
け
る
最
高
貸
率
を
定
む
る
制
度
で
あ

に
於
け
る
賃
卒
を
指
定
す
る
こ
ご
が
ゐ
る
。

前
者
は
郎
も
曾
祉
の
管
業
利
盆
が

一
定
の
程
度
以
上
に
上
る
さ
き

t主、

一
定
の
割
合
を
以
て
賂
来
に
於
け
る
賃
率
を
引
下
げ
し
な
る
制
度
で
あ
る
。
此
制
度
は
、
岡
家
が
私
設
鎖
措
唱



に
輸
し
て
補
助
金
を
奥
ふ
る
場
合
に
採
用
せ
ら
れ
る
こ
さ
が
ゐ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
海
運
舎
一
祉
に
針
L
τ

は
殆
刊
と
宜
(
例
を
見
な
い
。
葦

L
、
海
運
舎
一
祉
の
管
業
利
盆
は
、

そ
の
経
相
官
せ
る
多
数
の
航
路
に
於
け
る
替
業
損
盆

且
つ
補
助
航
路
の
利
盆
を
他
の
も
の
ご
医
別
し

τ算
定
し
得
る
ご
し
て
も
、

そ
の

を
綜
合
し
た
る
も
の
で
ゐ
り
、

航
路
の
賃
率
は
、
補
助
を
受
〈
る
曾
一
肢
が

コ
ン
ブ
ア
V

ン
旦
に
加
盟
せ
る
限
り
、
翠
濁
の
行
動
を
以
て
引
下
げ
る

-
』
ピ
が
困
難
な
か
ら
で
あ
る
o

競
守
交
通
路
に
於
け
る
賃
率
を
標
準
ご
し
て
、
最
高
賃
率
を
定
む
る
制
度
は
、
定
期
舶
賃
率
に
謝
す
る
監
督
制

度
ご
し
て
屡
I
採
用
せ
ら
る
、
も
の
で
あ
る
。

一
八
九
八
年
の

z
c
E
ι
E
E
n
F
n
F
-
0
1
の
濠
洲
及
び
東
亜
航
路

の
補
助
契
約
に
於
て
は
、

『
賃
率
表
は
、

プ
レ
イ
メ
ン
又
は

ρν
プ
y

h

y

経
由
の
運
送
に
あ
h
て
は
、

集
荷
地
よ

り
船
積
地
ま
で
の
錨
遁
蓮
貨
を
包
合
し
た
る
金
運
賃
炉
、
寄
港
地
た
る
和
蘭
又
は
白
耳
義
諸
港
経
由
の
運
迭
の
場

令
よ
り
も
、
高
か
ら

g
る
様
に
常
に
定
め
ら
れ
い
ね
ば
な
ら
ぬ
」
ご
規
定
せ
ら
れ
て
居
b
、
又
、

「
東
阿
濁
逸
保
護
領
土
へ
の
又
は
同
地
よ
り
の
賃
率
は
、

一
九

O
O年
の

u
m
z
tの
}
目
。
ω
E中
Hrpピ
ロ
庁

の
補
助
契
約
に
は
、

f 
V 

v
j
l
ル
へ
又
は
同
地
よ
り
の
運
送
に
劃
す
る
も
り
よ
り
も
、
高
か
ら
5
る
様
に
維
持
す
べ
き
こ
ご
」
芭
定
め
ら

れ
て
居
る
。
又
一
八
九
一
年
の
。
且
耳
目
r
E
R
F
C
D
m
-包
R
Z
H」
0
1
の
補
助
契
約
に
は
、
「
填
太
利
諸
港
よ
ち
又

は
同
諸
港
へ
の
交
通
に
劃
す
る
正
常
賃
率
表
は
、
外
国
の
競
争
港
湾
ご
の
一
、
同
様
の
叉
は
類
似
の
放
題
の

F
に
於

り
る
交
通
に
劃
す
る
賃
率
表
よ
り
も
、
高
〈
定
時

τは
な
ら
な
い
、
其
他
の
場
合
に
闘
し
て
は
、
商
務
省
は
賃
率

論

書室

海
運
同
盟
白
運
賃
に
封
ナ
る
園
家
政
策

第
十
九
巷

(
第
二
競

λ

七
)

五



論

海
運
岡
県
由
連
賀
に
謝
す
る
閥
家
政
策

，、

八

八

)

{
第
一
二
担

表
の
遁
嘗
な
る
定
め
を
要
求
す
る
こ
ご
が
出
来
る
」

Z
規
定
せ
ら
れ
て
居
る
o

第
十
九
各

叢

か
(
の
如
(
、
相
封
最
高
賃
率
固
定
制
度
は
、
賃
率
に
闘
し
て
白
岡
の
地
位
を
外
岡
よ
り
も
不
利
で
な
レ
様
仁

す
る
の
を
主
眼
古
す
る
も
の
で
、
国
家
が
一
般
的
に
一
々
具
慢
的
賃
卒
に
干
渉
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、

前
惑
の
絶
品
目
最
高
賃
卒
閤
定
制
度
の
如
〈
.
運
賃
市
場
の
一
般
紋
況
に
影
響
を
及
ぼ
す
ニ
己
、
は
な
ら
な
い
で
、

反
割
に
、

一
般
的
市
場
運
賃
め
高
下
に
熔
じ
て
、
白
働
的
に
自
国
港
問
の
運
賃
が
遜
動
す
る
様
な
作
用
仁
な
っ

τ

居
る
の
で
あ
る
。
従
つ

τ、
補
助
金
を
受
〈
る
曾
枇
が
コ

Y

ア
ア

V

ン
ス
に
所
属
し
て
居

ι場
合
で
も
、
を
の
曾

祉
は
コ

Y

プ
ア

V

ン
見
内
の
協
調
を
破
る
こ
ご
な
く
し
て
、
此
制
度
の
要
求
す
る
所
を
賓
行
し
得
る
可
揺
が
甚
ピ

多
い
の
で
あ
る
。
故
に
此
制
度
は
割
合
に
多
〈
採
用
せ
ら
れ
て
居
る
。

併
し
乍
ら
、
此
制
度
も
貸
率
に
脅
す
る
監
督
ご
し
て
、
質
際
上
の
数
果
を
吟
味
す
れ
ば
、
そ
の
債
値
は
甚
だ
疑

問
で
あ
る
o
今
日
、
貸
率
表
の
一
公
表
三
云
ふ
こ
三
は
、

一
部
に
於
て
は
賀
行
せ
ら
れ
て
居
る
け
れ
Y
」
も
、
未
H
h

般
的
慣
行
ご
な
っ
て
居
な
い
。
放
に
政
府
に
ご
っ
て
は
、
外
開
港
穏
に
於
り
る
競
守
航
路
の
賃
率
が
幾
許
で
あ
る

か
を
調
査
す
品
は
、
甚

r困
難
で
あ
り
、
叉
不
可
飽
な
る
こ
ご
さ
へ
あ

ι。
の
み
な
ら
守
、
此
制
度
が
標
準
己

L

て
居
る
所
の
外
岡
港
衝
の
賃
卒
は
、
各
t
是
の
国
そ
の
港
の
特
有
な
る
事
情
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
居
る
の
で
あ
る

か
ら
、

そ
の
賃
率
ご
の
関
係
に
於
て
定
め
ら
れ
セ
自
国
港
湾
の
賃
率
は
、
縦
ひ
そ
れ
ピ
け
を
見
れ
ば
自
闘
に
有
利

な
様
に
見
b
て
も
、
質
際
は
何
等
の
利
盆
を
白
闘
に
賛
ら
さ
な
い
こ
ご
も
あ
る
o

例
へ
ば
、
此
制
度
が
標
準
記

L
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て
居
る
外
国
港
湾
よ
b
は
多
量
に
聡
透
せ
ら
れ
る
り
れ
ど
も
、
自
国
港
湾
よ

b
は
甚
だ
少
量
の
輸
送
し
か
な
い
様

な
貨
物
に
就
い

τは
、
雨
港
よ
り
の
運
賃
が
同
様
で
あ
る
吉
一
五
ム
ニ
ご
は
、
自
闘
に
芭
つ
て
は
何
等
の
利
盆
も
芯

い
事
柄
で
あ
る
o

叉
若
し
之
れ
Z
反
封
に
、
或
貨
物
は
、
白
困
へ
多
量
に
聡
入
せ
ら
れ
、
又
は
自
国
よ
り
多
量
に

輪
出
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
標
準
ご
し
て
居
る
外
岡
港
湾
へ
輸
入
せ
ら
る
分
量
は
、
又
は
之
よ

h
輸
出
せ

ら
れ
る
分
量
は
、
甚

π少
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
外
国
港
海
に
於
げ
る
其
貨
物
の
運
賃
は
、
自
国
港
湾

仁
於
け
る
よ
ち
も
嘗
然
高
〈
な
っ
て
居
る
筈
で
あ
る
か
ら
、

之
を
標
準

Z
L
て
白
園
の
運
賃
を
定
め
る
ご
云
ふ
苧
』

ご
は
、
寧
ろ
自
闘
に

Z
っ
て
甚
だ
不
利
盆
な
る
事
柄
で
あ
る
。
故
に
外
国
港
時
の
賃
率
に
標
準
を
5
5
所
の
相
封

最
高
賃
率
制
度
は
、
貸
率
政
策
ご
し
て
賞
は
去
り
贋
値
少
い
も
の
で
あ
る
。

尤
も
、
白
岡
閥
係
の
範
囲
内
に
於
て
、
卸
も
軍
に
自
国
港
海
の
均
等
な
る
費
蓮
を
保
護
す
る
目
的
を
以
て
、
こ
の

制
度
を
採
用
す
る
こ
ご
は
、
是
の
目
的
に
閲
す
る
限
り
に
於
て
は
確
に
債
値
め
る
制
度
己
認
む
る
こ
芭
が
出
来
る
。

即
ち
此
場
合
に
於
て
は
、
航
海
浬
程
に
於
け
る
多
少
の
差
異
に
拘
は
ら
守
、
自
国
港
潜
よ
b
の
及
び
自
国
港
海
へ
の

運
賃
を
同
一
な
ら
し
む
る
だ
り
で
、
外
岡
港
鴻
の
運
賃
Z
は
闘
係
な
き
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
備
蘭
商
政
府
が
、

向。自宮!間口一。

ι
E
E
2
E問
n
E
2
冨
耳
目
白

E
2
さ
の
補
助
契
約
に
於
て
、
ジ

γ
バ
及
び
海
峡
植
民
地
よ
h
偽
蘭
商
諸

泌
へ
の
運
賃
は
、
飽
て

7
Y
セ

1
ユ
へ
の
運
賃
Z
同
一
に
定
h
u
る
ζ
z
e
T
規
定
し
た
る
が
如
き
、
叉
、
畑
判
逸
政
府

が

Z
。三且
o
c
z
n
Z
F
-
0
1
及
び
ロ
E
H
H
Z
P
E
E
r
-」
E
m
Z
の
補
助
契
約
に
於
て
、
貨
物
運
賃
に
閥
L
て
は

海
運
同
盟
四
謹
貨
に
封
す
る
閥
家
政
策

論

震

-~ 

第
十
九
巷

{
第
二
院
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九
} 
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記耐

七
の
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F、

叢

海
運
同
盟
申
運
賃
に
封
ず
る
同
家
耽
策

第
十
九
巻

(
第
二
班

プ
V

イ
メ
ン
及
び
刀
ン
プ
M
F

ク
を
常
に
同
一
に
取
扱
ふ
ぺ
き
こ
ご
を
規
定
し
た
る
が
如
き
は
、
そ
の
例
で
ゐ
る
o

賃
率
政
策
ご
し
て
の
補
助
金
制
度

補
助
金
下
附
の
一
僚
件
Z
し
て
、
国
際
的
航
路
に
於
け
る
定
期
般
賃
率
に
岡
家
が
干
渉
す
る
の
制
度
は
、
説
れ

も
多
少
の
敏
剥
が
あ
る
ば
か

h
で
は
な
く
、
之
に
よ
ち
て
コ

Y

プア

V

ン
λ

賃
率
の
監
督
を
行
は
ん
ご
す
る
こ
さ

は
、
肢
に
二
吉
一
一
目
し
た
る
が
如
〈
、
補
助
金
を
受
〈
る
曾
枇
が
、
そ
の
補
助
金
に
よ

h
て
コ
ン

7
ァ

V

ン
ス
内
に
於

て
指
導
的
地
位
を
占
め
得
る
に
至
ら

F
る
限
h
J
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
二
己
不
可
能
で
、
只
紙
上
の
制
度
ご
な
り

終
る
傾
向
を
有
つ
も
の
で
あ
る
o

殊
に
、
補
助
金
を
受
(
る
曾
粧
が
縦
ひ
之
に
よ
!
り
て
そ
の
加
躍
コ
ン
ブ
ア

V

Y

ス
内
に
於
て
有
力
な
る
地
位
を
保
も
得
る
に
し
て
も
・
此
制
度
は
か
、
る
曾
祉
の
加
盟
せ
る
コ
ン
フ
ア

v
y
λ

に

罰
し
て
の
み
間
接
の
監
管
作
用
を
及
ぼ
し
得
る
に
止
ま
る
も
の
で
、
主
(
他
の
コ

y

フア

V

ン
ス
に
劃
し
工
は
何
等

の
作
用
を
及
ぼ
す
唱
】
ご
が
由
来
な
い
も
の
で
あ
る
。

故

ヨ
V

フア

V

ン
λ

賃
率
に
謝
す
る
監
督
制
度
ご
し

τ

は
、
此
制
度
は
縦
ひ
有
数
な
る
場
合
に
於

τも
、
局
部
的
な
る
致
巣
ey有
つ
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

叉
、
此
制
度
は
、
白
閲
海
運
曾
一
肱
が
、
補
助
金
の
下
附
が
あ
れ
ば
、

之
に
よ

h
て
コ

Y

ア
ア
レ
ン
月
内
に
於
て

有
力
な
る
地
位
を
保
つ
ニ
ご
を
得
、
之
れ
な
け
れ
ば
其
地
位
を
保
ち
得
な
い
吉
一
首
ム
様
な
紋
態
に
あ
る
場
人
骨
に
の

み
、
之
を
採
用
す
る

ω贋
値
あ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
既
に
補
助
金
な
〈
Z
も
、
白
岡
曾
祉
が
ヨ
V

フア

Giese，日 a.0.， 5， 152. 1) 



ν
ン
ス
内
に
於

t
有
力
な
る
地
位
を
占
め
て
居
る
に
拘
は
ら
守
、
只
そ
の
ヨ
ン
フ
ア

V

Y

ス
の
賃
卒
仁
監
督
作
用

を
及
ぼ
さ
ん
が
箔
め
の
み
に
、
そ
の
自
国
曾
祉
に
補
助
金
を
奥
ふ
る
こ
さ
は
、
貸
率
政
策
Z
し
て
金
〈
無
意
味
で

あ
る
。
害
て
芙
士
ロ
利
の
海
運
同
盟
勅
定
調
査
委
員
曾
に
於

τも
、
「
政
府
は
、
海
上
郵
便
聡
迭
契
約
又
は
政
府
貨
物

轍
迭
契
約
を
利
用
し
て
、

一
般
荷
主
党
る
貿
易
商
の
矯
め
に
、
契
約
者
た
る
定
期
船
曾
祉
を
し
て
、
有
利
な
品
質

率
を
定
め
し
む
る
方
法
を
採
る
ぺ
き
で
ゐ
る
』
、
ご
云
ふ
意
見
が
、
多
数
の
晶
君
考
人
、
就
中
、
南
阿
の
参
考
人
に
よ

(
註
)

り
て
最
も
熱
心
に
主
張
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
併
L
委
員
曾
は
此
提
案
を
採
用
し
な
か
っ
穴
。
蓋
し
、
英
吉

利
の
閥
係
航
路
に
於
げ
る
コ
ン
フ
ア

V

ン
ス
に
於

τは
、
裁
れ
も
英
吉
利
曾
祉
が
飯
に
有
力
な
る
地
位
を
占
め
て

居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
真
に
之
に
郵
便
物
総
迭
の
補
助
金
ご
し
て
努
務
に
劃
す
る
報
酬
以
上
の
保
護
金
ぞ
奥
ふ
る

必
要
な
く
、
且
つ
之
を
奥
へ
た
れ
ば
さ
て
、
之
に
よ
り
て
コ
ン
フ
ア

V
Y
Z賀
市
平
の
上
に
何
等
の
掛
川
果
を
及
ぼ
し

• 得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

控

勤
定
調
査
委
員
合
が
、
此
提
案
を
需
用
し
な
い
理
由
冒
と
し
て
通
ぶ
る
所
目
、
戎
白
如
〈
で
あ
る
。

『
吾
々
は
、
郵
便
契
約
の
下
に
支
帥
は
る
L

金
額
は
、
そ
白
愉
盆
山
活
め
に
な
さ
れ
た
る
努
務
を
単
に
償
ふ
桂
喰
に
於
て
定
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
、

と
云
ふ
此
悶
(
英
本
間
〕
の
既
定
の
政
策
に
封

L
で
、
何
等
の
帳
正
の
加
川
へ
ら
る
べ
き
こ
と
を
麹
識
し
中
う
止
は
息
は
な
い
。
併
し
乍
ら
、
航
路

管
業
を
建
設
す
る
が
縮
め
の
核
心
と
し
て
の
郵
便
契
約
出
船
主
に
劃
す
る
慎
値
と
、
こ
の
契
約
が
興
ふ
る
威
信
と
位
、
関
係
政
府
が
貿
易
商
の
積

極
的
措
援
を
有
す
る
な
ら
ば
、
海
叩
出
合
祉
と
有
利
な
る
交
捗
を
な
す
白
手
段
を
之
に
併
す
る
と
と
は
あ
り
符
ベ
き
所
で
あ
る
。
而
し
て
政
府
貨
物

に
闘
し
て

n、
我
が
小
委
員
官
出
南
阿
に
於
て
聴
取
し
た
る
誼
擦
に
よ
れ
ば
、
市
阿
政
府
は
そ
白
貨
物
白
大
叫
な
る
に
よ
り
巳
に
之
を
利
用

L

諭

議

え

第
十
九
巻

(
第
二
親

海
運
同
盟
の
謹
貨
に
諒
ナ
る
聞
家
政
策

七

) 
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諭

叢

海
運
同
盟
り
運
賃
に
勤
ナ
る
園
家
政
策

第
十
九
巻

-1= 

) 

{
第
二
挽

O 

て
ヨ
シ
ア
ア
レ
ン
ス
に
封
L
或
程
度
目
勢
力
を
及
ぼ
す
り
地
位
に
あ
り
‘
又
グ
ラ
シ
ト
・
パ
ア
ル
ス
氏
白
明
言
す
る
所
に
よ
れ
ば
、
印
度
政
鴎
は
そ

D
委
托
貨
物
を
利
用
し
て
、
甚
だ
有
力
な
る
地
位
を
占
的
て
居
る
主
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
吾
々
は
、
併
し
乍
ら
、
此
ニ
棋
の
方
法
忙
よ
る
政
府
り

干
捗
は
、
そ
れ
だ
け
白
事
柄
と
し
て
見
れ
ば
A
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
組
織
よ
H
〕
生
ず
る
こ
と
あ
る
べ
き
諸
弊
害
に
到
す
る
救
済
手
段
と
し
て
は
、
甚

だ
不
適
官
な
る
も
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
出

元
来
、
国
家
が
各
碕
の
形
式
に
於
て
定
期
般
合
枇
に
補
助
金
を
奥
へ
る
さ
云
ふ
こ
ご
は
、

ヲ

Y

ヌ
ァ
レ
ン
ス
に

謝
す
る
政
策
Z
云
ム
立
場
よ
、
り
見
れ
ば
、

ぞ
の
補
助
金
を
受
く
る
曾
祉
を
し

τ
コ
ン
ア
ア

v
y
z
内
に
於
て
有
力

ー
叫
地
位
を
占
む
る
ニ
デ
伊
ι
得
し
む
る
ご
云
ふ
駄
に
、

.舟

そ
の
殺
呆
を
認
む
イ
、
き
で
あ
る
。
補
助
金
を
受
〈
る
曾
枇

コ
ン
フ
ア

V

Y

ス
内
に
於
て
有
力
な
る
地
位
を
占
む
る
に
至
れ
ば
、
国
家
も
亦
此
曾
祉
を
通
じ
て
コ
ン
ア
ア

v
y
z
に
相
嘗
の
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
の
地
位
に
立
つ
・
』
ご
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
園
家
が
此
地

位
仁
立
も
た
る
暁
に
於
て
、
如
何
な
る
方
法
に
よ

h
て
、
被
謎
曾
此
を
通
じ

τ
コ
ン
ブ
ア

V

V

ス
の
賃
率
に
監
督

作
用
を
及
ぼ
す
の
が
最
も
遁
蛍
で
あ
る
か
は
、
自
ら
又
別
個
の
問
題
で
あ
る
o

前
遁
の
各
補
助
金
制
度
に
於
て
、

或
は
法
律
に
よ

h
或
は
補
助
契
約
に
よ
り
、
岡
家
が
一
般
的
な
る
貸
率
裁
定
権
を
留
保
す
る
こ
ご
色
、
又
、
組
岨
割

最
高
賃
率
若
し
〈
は
相
野
最
高
貸
率
を
岡
定
す
る
こ
正
も
、
各
I
箪
に
そ
の
場
合
に
於
け
る
方
法
で
あ
る
。
而
し

て
か
、
る
方
法
は
、
何
れ
も
、
監
督
官
騒
が
、
個
々
の
具
鶴
的
の
場
合
に
嘗
っ
て
、
某
貨
物
に
封
す
る
蛍
該
航
路

の
定
期
般
賃
率
は
幾
許
を
以
て
一
週
蛍
ご
す
る
か
、

ご
云
ふ
唱
』

Z
e伊
』
決
定
す
る
ニ
ご
が
出
来
て
、
初
め
て
賃
率
政
策

ご
し
て
煩
値
あ
る
も
の
さ
な
る
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
は
、
賃
率
裁
定
躍
の
一
般
的
留
保
の
場
合
で
も
、
最
高
貸
率
制
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の
場
合
で
も
、
会
〈
同
じ
で
あ
る
。
然
る
に
慨
に
度
々
蓮
宗
へ
た
が
様
に
、
定
期
般
質
率
を
遁
嘗
に
決
定
す
る
吉
一
五

ふ
こ
古
は
、
嘗
該
航
路
の
情
況
に
精
通
し
、
殊
に
各
種
貨
物
の
移
動
の
有
様
に
つ
い
て
具
鶴
的
な
る
知
識
を
有
つ

も
の
で
な
け
れ
ば
、
到
底
不
可
抱
な
る
事
柄
で
ゐ
る
。
車
な
る
監
督
的
地
位
に
あ
る
国
家
官
聴
に
ご
つ
て
は
、
通

嘗
な
る
賃
率
吉
一
去
ふ
も
の
を
見
出
す
は
、
賞
際
上
、
頗
る
困
難
な
る
事
柄
芭
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
凶
。
故
に
、
補

助
金
下
附
の
一
候
件
ご
し
て
、
岡
家
が
賃
率
の
指
定
権
を
有
っ
さ
一
五
ふ
こ
芭
は
、
縦
ひ
之
仁
よ
り
て
ヨ
ン
フ
ア
レ

ン
月
に
劃
し
て
岡
家
の
監
替
権
が
及
ぶ
場
合
で
も
、
ぞ
れ
が
賃
率
政
策
芭
し
て
の
貫
際
上
の
償
値
は
、
頗
る
疑
時

Lν
も
の
£
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

四

賃
率
・
公
表
制
度

貸
率
の
監
督
に
つ
い
て
は
、

一
般
の
海
運
曾
赴
に
針
し
、
賃
率
表
及
び
之
に
関
聯
す
る
所
の
貨
物
分
類
表
の
公

表
を
命
守
る
制
度
も
、
亦
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
此
方
法
は
勿
論
岡
家
が
直
接
に
貸
率
の
定
め
方
に
干
渉
す
る
の

で
は
な
い
ー
が
、
枇
曾
R

公
衆
の
批
判
に
想
へ
、
問
後
な
る
敗
督
作
用
が
あ
る
も
の
で
あ
る
o

而
L
て
そ

ω直
接
の
致

果
は
、
貸
率
の
突
然
な
る
麺
夏
、
又
は
甚
だ
し
き
引
上
げ
を
困
難
な
ら
し
む
る
こ
吉
、
、
秘
密
な
る
特
恵
的
賃
卒

を
巌
せ
し
む
る
こ
正
、
に
あ
る
。
猫
逸
に
於

τは
定
期
般
曾
枇
は
概
ね
任
意
に
賃
率
表
及
び
貨
物
分
類
表
を
日
常
表

し
て
居
る
が
、
英
吉
利
の
定
期
加
曾
祉
は
殆
ど
之
を
日
公
表
し

τ居
な
い
。
故
に
英
吉
利
一
件
蓮
同
盟
勅
定
調
査
委
員

論

議

海
運
同
盟
白
運
賃
に
封
す
る
国
家
耽
策

第
十
九
巻

(
第
二
腕

七



論

識

海
運
同
盟
申
運
賃
に
封
ナ
る
園
家
政
策

第
十
九
谷

(
第
二
親

七
四
)

一ー一ー

舎
は
、
定
期
般
曾
吐
が
、

一
般
荷
主
の
要
望
ゐ
る
に
拘
は
ら
す
、
之
が
会
表
を
桓
絶

L
て
居
る
の
は
、
理
由
な
き

所
で
あ
る
ご
し

1
4蓮
賃
延
戻
制
を
採
用
せ
る
総
て
の
コ
ン
ア
ア

V

Y

ス
は
、
そ
の
賃
率
表
及
び
貨
物
品
川
類
表
を

公
表
し
、
且
っ
そ
の
潟
し
を
商
務
院
仁
届
出
づ
べ
き
こ
言
、
す
ぺ
、
き
で
あ
る
」
ご
建
議
し
た
。
併
L
之
は
今
日
に

於
て
も
未

r震
行
せ
ら
れ
て
居
な
い
。
日
本
め
定
期
船
曾
祉
も
、
賃
率
表
や
貨
物
分
類
表
を
日
公
表
し
て
居
る
も
り

は
殆
Y
」
な
い
。

賃
率
表
の
H

公
表
は
、
叉
補
助
金
銅
度
仁
於
け
る
一
俊
作
ご
し
て
政
府
が
之
を
命
守
る
こ
芭
が
あ
る
。
例
へ
ば
、

伊
太
利
政
府
ご

回
目
町
四
日
目
。
自
の
の
E
m
E
F
H
E
Z
E
E
Z
の
補
助
契
約
に
は
、
政
府
の
認
可
を
得
た
る
貸
率
表
は
、

之
を
関
係
商
業
曾
議
所
に
通
告
す
る
さ
共
に
、
汽
般
曾
赴
の
各
代
理
応
仁
掲
示
す
べ
き
こ
ご
、
し
、
貸
率
の
詩
型
夏

は
政
府
の
認
可
後
一
ヶ
月
を
経
て
初
め
て
有
致
ご
す
る
規
定
が
あ
る
。

信

北
米
合
衆
園
田
法
律
に
於
て
は
、
前
に
品
べ
た
る
が
如
{
、
岡
内
申
本
運
業
者
阻
‘
最
高
賃
寧
を
船
舶
院
に
届
出
で
る
と
共
に
‘
之
を
船
舶
暁
が

指
定
し
た
る
形
式
と
方
法
と
に
従
ひ
、
指
定
白
期
間
一
般
品
衆
の
閲
覧
に
冊
す
eへ
き
も
り
と
し
て
居
る
が
、
一
般
的
封
井
海
運
の
貨
車
に
つ
い
て品

は
、
船
舶
院
は
賃
率
表
の
屈
曲
で
を
要
求
す
る
と
と
が
出
謀
る
、
と
し
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
で
、
未
だ
賃
辛
公
表
白
主
義
を
一
貫
L
て
居
な
い
。
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